
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
日
提
出

質

問

第

三

四

七

号

在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
に
配
置
さ
れ
て
い
た
日
本
画
が
消
失
し
た
件
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
に
配
置
さ
れ
て
い
た
日
本
画
が
消
失
し
た
件
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
九
九
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

外
務
省
が
一
九
九
二
年
に
購
入
し
た
日
本
画
「
潮
の
舞
」
が
、
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
に
配
置
さ
れ
た
後
に
所
在
が

わ
か
ら
な
く
な
り
、
外
務
省
が
二
〇
〇
六
年
に
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
当
局
に
調
査
を
依
頼
し
、
外
務
省
と
し
て
も
調
査
を
行
っ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
六

六
号
）
一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
お
尋
ね
の
『
潮
の
舞
』
に
つ
い
て
は
、
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
日
本
国

大
使
館
（
以
下
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
そ
の
所
在
が
確
認
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
外
務
省
大
臣
官
房
及
び
大

使
館
が
、
大
使
館
の
歴
代
公
館
長
等
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
平
成
十
八
年
五
月
に
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
当
局
に
対
し
て

捜
査
を
依
頼
し
た
が
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
当
局
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
捜
査
依
頼
を
提
出
し
た
後
に
『
潮
の
舞
』
の

所
在
に
関
す
る
情
報
は
有
し
て
い
な
い
旨
の
連
絡
が
な
さ
れ
て
お
り
、
外
務
省
大
臣
官
房
及
び
大
使
館
が
、
引
き
続
き
調
査

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
調
査
が
い
ま
だ
終
了
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
対
外
的
な
説
明
は

行
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
現
段
階
で
、
調
査
の
終
了
の
時
期
に
つ
い
て
確
た
る
見
通
し
を
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」

と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
前
回
質
問
主
意
書
で
は
、
右
答
弁
に
あ
る
「
潮
の
舞
」
に
関
す
る
外
務
省
と
し
て
の
調
査

一



（
以
下
、
「
調
査
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
�
「
調
査
」
の
具
体
的
内
容
、
�
「
調
査
」
の
担
当
責
任
者
の
官
職
氏
名
、
�

「
調
査
」
方
法
の
三
点
を
問
う
て
い
る
の
に
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
も
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
六
六

号
）
同
様
、
何
ら
回
答
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
外
務
省
が
「
調
査
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
な
い
理
由
を
説

明
さ
れ
た
い
。

二

外
務
省
が
「
調
査
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
す
る
合
理
的
理
由
が
な
い
の
な
ら
ば
、
一
の
三
点
に
つ
き
、
明
確

な
答
弁
を
求
め
る
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
調
査
」
が
未
だ
終
了
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
「
潮
の
舞
」
の
所
在
が
わ
か
ら
な
く

な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
国
民
に
対
す
る
説
明
、
謝
罪
を
行
う
考
え
は
な
く
、
更
に
最
終
的
な
調
査
結
果
で
は
な
く
中
間
報
告

の
様
な
形
で
「
潮
の
舞
」
の
所
在
に
関
す
る
調
査
の
経
過
等
を
国
民
に
報
告
す
る
考
え
は
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て

「
調
査
の
進
捗
状
況
を
踏
ま
え
て
判
断
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
答

弁
書
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
様
に
、
「
潮
の
舞
」
の
所
在
は
依
然
つ
か
め
ず
、
「
調
査
」
の
進
捗
状
況
は
お
ろ
か
、
「
調
査
」

が
ど
の
様
な
も
の
か
、
ど
の
様
に
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
等
に
つ
い
て
も
外
務
省
は
一
切
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
こ
の
ま

ま
「
調
査
」
を
口
実
に
「
潮
の
舞
」
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
説
明
責
任
を
忌
避
し
続
け
る
の
で
は
な
く
、
一

二



度
国
民
に
対
し
て
然
る
べ
き
説
明
、
謝
罪
を
行
う
の
が
当
然
で
は
な
い
の
か
。

四

外
務
省
は
、
外
務
省
Ｈ
Ｐ
上
に
二
〇
〇
七
年
五
月
二
十
四
日
付
で
「
美
術
品
に
関
す
る
『
週
刊
金
曜
日
』
の
記
事
に
つ
い

て
」
と
の
題
で
、

「
『
週
刊
金
曜
日
』
五
月
二
十
五
日
発
売
号
で
、
『
ス
ク
ー
プ
外
務
省
に
新
疑
惑
』
と
題
し
、
『
大
使
館
な
ど
在
外
公
館

か
ら
名
画
や
陶
磁
器
な
ど
四
年
半
で
九
十
八
点
が
消
え
た
�
』
と
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え

ば
、
『
週
刊
金
曜
日
』
が
『
消
え
た
』
と
し
て
具
体
的
に
言
及
し
て
い
る
以
下
の
絵
画
や
陶
磁
器
は
現
在
以
下
の
大
使
館
に

配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
同
誌
指
摘
の
リ
ス
ト
か
ら
削
除
さ
れ
た
も
の
は
、
修
理
の
た
め
に
一
時
的
に
本
省
に

て
保
管
し
て
い
る
、
他
の
在
外
公
館
に
配
置
換
え
を
行
っ
た
、
あ
る
い
は
経
年
劣
化
等
に
よ
り
廃
棄
処
分
と
し
た
等
の
理
由

に
よ
る
も
の
で
『
消
え
た
』
と
す
る
記
事
の
内
容
は
事
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

川
崎
春
彦
『
早
春
富
士
』

在
チ
リ
大
使
館

平
松
礼
二
『
路
・
想
春
』

ユ
ネ
ス
コ
代
表
部

福
田
恵
一

画
題
不
明

ユ
ネ
ス
コ
代
表
部

清
水
卯
一
『
青
瓷
瓢
花
瓶
』

Ｅ
Ｕ
代
表
部
」

三



と
の
文
章
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
右
の
文
章
の
中
に
「
潮
の
舞
」
に
対
す
る
説
明
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
在
ウ

ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
の
職
員
の
誰
一
人
と
し
て
、
そ
の
所
在
が
い
つ
不
明
と
な
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
「
潮
の
舞
」
こ
そ
、

「
消
え
た
美
術
品
」
と
言
え
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
が
右
の
文
章
に
お
い
て
「
潮
の
舞
」
の
説
明
を
行
わ
な
か
っ
た
理
由

を
説
明
さ
れ
た
い
。

五

一
般
に
、
外
務
省
が
国
民
の
税
金
で
購
入
し
、
我
が
国
の
在
外
公
館
に
配
置
さ
れ
て
い
る
美
術
品
の
購
入
ま
た
は
廃
棄
等

の
処
理
方
法
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
国
民
に
対
し
て
説
明
責
任
を
負
う
か
。

六

「
潮
の
舞
」
の
所
在
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
一
連
の
経
緯
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
十
分
果
た

し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
。

七

六
で
、
外
務
省
が
十
分
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
う
考
え
る
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


